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教育委員会議事録  

日 時 令和６年９月 1 8日（水）午後２時 0 0分～午後２時 2 3分  

場 所 教育委員会室  

出 席 委 員 教 育 長 渋 谷  正 宏 
 

委 員 對 馬  初 音 

 委 員 伊井  希志子 
 

委 員 前田  小百合 

 委 員 大 川  康 徳 
 

  

出 席 説 明 員 事 務 局 次 長 
生涯学習担当部長 岡 本  勝 実 

 
教育政策担当部長 
教育人事企画課長 

松 尾  了 

 学校整備・支援担当部長 髙 山  靖 
 庶 務 課 長 

学校ICT担当課長  渡 邊  秀 則 

 学 務 課 長 森  令 子 
 特別支援教育課長 
就 学 前 教 育 
支援センター所長 

河 合  義 人 

 学校支援課長 中 曽 根  聡 
 

学校整備課長 安 川  卓 弘 

 学校整備担当課長 鈴 木 伸 建  生涯学習推進課長 本 橋  宏 己 

 
済美教育センター 
所 長 

古 林  香 苗  
済美教育センター 
統括指導主事 

加 藤  則 之 

 
済美教育センター 
統括指導主事 

清 水  里 恵  
済美教育センター 
教育相談担当課長 半 野 田  聡 

 中央図書館長 出 保  裕 次 
 

  

事 務 局 職 員 庶 務 係 長 池 田  佳 世  法規担当係長 中 野  雄 介 

 
 担 当 書 記 松尾  菜美子    

傍 聴 者 １名   
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会議に付した事件  

 

（議案）  

  議案第 5 5号  杉並区教育委員会の権限に属する事務の委任及び補助

執行に関する規則の一部を改正する規則  

 

（報告事項）  

  （１）学校運営協議会委員の任命について  

  （２）杉並区教育委員会共催・後援名義使用承認について  

  （３）高円寺図書館、コミュニティふらっと高円寺南及び公園指定管

理者候補者の選定結果について  
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教育長  定刻になりましたので、ただいまから令和６年第 1 6回杉並区教

育委員会定例会を開催いたします。  

  それでは、本日の会議について、事務局より説明をお願いいたします。  

庶務課長  本日の議事録の署名委員につきましては、教育長より事前に

伊井委員とのご指名がございました ので、よろしくお願いいたします。  

  本日の議事日程についてでございますが、議案が１件、報告事項３件

を予定しております。以上でございます。  

教育長  それでは、本日の議事に入ります 。事務局より説明をお願いい

たします。  

庶務課長  それでは、日程第１、議案第 5 5号「杉並区教育委員会の権限

に属する事務の委任及び補助執行に関する規則の一部を改正する規則 」

を上程いたします。私からご説明を申し上げます。  

  資料をご覧ください。この度、子ども子育てに関する支援を抜本的に

強化する等の観点から子ども子育て支援法の一部を改正する法律が公布

されました。令和６年 1 0月１日に施行となってございます。この法律

の施行により、児童手当法の一部が改正になりまして、児童手当の支給

要件のうち所得制限が撤廃となりました。さらに、児童手当の支給の対

象外である一定所得以上の方に対して実施しておりました特例給付につ

いても同じく廃止というところでございます。  

  このことに伴いまして、杉並区教育委員会から杉並区教育委員会教育

長に委任する事務の範囲を改める必要がございますため、この規則を改

正するものでございます。  

  それでは、改正の内容についてご説明申し上げます。議案の最後に添

付しております新旧対照表をご覧ください。第２条の「委任事務」の規

定におきまして、教育委員会から教育長に委任する事務から児童手当法

附則第２条及び第３条の規定に基づく特例給付の認定及び支給に関する

事務等を削除するものでございます。  

  １ページお戻りいただきまして、議案をご覧ください。附則でござい

ます。施行期日は令和６年 1 0月１日。そのほか必要な経過を定めてご

ざいます。  

  以上で説明を終わります。議案の朗読は省略させていただきます。ご

審議のほど、よろしくお願い申し上げます。  

  それでは、ただいまの内容につきまして、何かご質問、ご確認があり



 

 5 

ましたら、お願いいたします。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。  

  それでは、ないようでございますので、教育長、議案の採決をお願い

いたします。  

教育長  それでは、採決を行います。議案第 5 5号につきましては、原案

のとおり可決して異議ございませんか。  

（「異議なし」の声）  

教育長  それでは、異議がございませんので、議案第 5 5号につきまして

は原案のとおり可決といたします。  

  それでは、続きまして報告事項の聴取を行います。事務局より説明を

お願いいたします。  

庶務課長  それでは、報告事項の１番「学校運営協議会委員の任命」に

つきまして、学校支援課長からご説明申し上げます。  

学校支援課長  私からは杉並区学校運営協議会規則の規定に基づく 「学

校運営協議会委員の任命について」、ご報告させていただきます。今回

任命されるのは、小中合わせて 1 5校、 7 8名となっております。任期は

令和６年 1 0月１日から令和８年９月 3 0日までの２年間となります。  

  私からの報告は以上です。  

庶務課長  それでは、ただいまの説明内容につきまして、何かご意見、

ご質問等ございましたらお願いいたします。  

對馬委員  多くの方がお引き受けいただいてありがたく思っております

けれども、年齢で一番若い方はどのぐらいの方がお引き受けいただい

ていますでしょうか。 2 0代、 3 0代の若い方に是非入っていただきたい

という話が前からあったかと思います。  

学校支援課長  正確な数が今は分からないのですが、大体 2 0代の方が 1 0

人弱いらっしゃったかなと思っています。若い方でいくと二十歳ぐら

いの方が一番下になっております。以上です。  

庶務課長  ほかにはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。  

  それでは、ないようでございますので、報告事項１番についての質疑

は終了いたします。  

  続きまして、報告事項２番「杉並区教育委員会共催・後援名義使用承

認」につきまして、生涯学習推進課長からご説明申し上げます。  

生涯学習推進課長  私からは令和６年８月分の杉並区教育委員会共催・

後援名義使用承認についてご報告いたします。  
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  ８月分の合計は、全体で 1 6件でございます。定例・新規の内訳は、

定例が 1 4年、新規が２件でございます。共催・後援の内訳は、共催が

３件、後援が 1 3件となってございます。  

  私からは以上です。  

庶務課長  それでは、ただいまの内容につきまして、ご意見、ご質問ご

ざいましたら、お願いいたします。  

伊井委員  ２点お伺いします。３ページのキッズマネースクールくまさ

ん校というのが２か所で開催されるようですけれども、これの様子と

か現状がもしお分かりになるようでしたら、教えていただきたいのと、

５ページの学びのフレンドリースペースということで、どのような形

でなさっているのか、分かる範囲で結構ですので、教えていただけた

らと存じます。  

庶務課長  手元にある資料の範囲でしか分からないのですが、キッズマ

ネースクールにつきましては、これに出ているところですと、会場が

高井戸地域区民センターでおやりになるというところで、１日の開催

となっているところでございます。  

伊井委員  好評なのでだんだん増えている感じなのですかね。  

庶務課長  その辺の昨年との比較は申し訳ございません。  

伊井委員  大丈夫です。ありがとうございます。  

済美教育センター所長  私からは学びのフレンドリースペースについて

お話をさせていただきます。外国にルーツがある小中学生とその保護

者の方を対象として、阿佐ヶ谷地域で会場をこの団体さんが用意して、

補習教室のようなものを行っております。一緒に宿題をやったりです

とか、授業の復習をするような 支援をしてくださる ですとか、それか

ら少し学校から離れて、日本語や日本の文化を学ぶといった内容も取

り扱っているということで、保護者の方も一緒に参加するこ ともでき

るようなものとなっていると団体からは聞いております。  

伊井委員  ありがとうございます。期間を 1 0月１日から来年３月 3 1日ま

で半年にわたってということで、運営はここの特定非営利活動法人の

チャイルド・ファンド ・ジャパンという方がなさっていると思うので

すけれども、場所が阿佐ヶ谷地域ということは、阿佐ヶ谷地域区民セ

ンターとかそういうところを利用して、学校ということではないとい

うご説明だった思うのですが、そういう感じで集まって 、親御さんで
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やっていらっしゃるということですね。  

済美教育センター所長  会場は学校ではない場所を借りていらっしゃっ

て、実は令和５年の年度初めが初回の申請で、一応半期ごとにずっと

申請をしていただくということで、一度に半年分の後援を出している

ので、そんなことでこの期間も、このような 1 0月１日から３月 3 1日に

なっていますが、これで２年目というか１年半が終わって、 更に次の

半期に入ったところです。  

伊井委員  メンバーは入れ替わっているのですか。海外の方、外国の方

なのでなかなか学校に慣れていくのも、取組としていいきっかけにな

るといいのかなと思うので期待するところですが、何かありましたら、

上手にサポートしていただけるとありがたいです。よろしくお願いい

たします。  

庶務課長  ほかにはいかがでしょうか。  

前田委員  すみません、今のに関連しまして、チャイルド ・ファンド ・

ジャパンさん、杉並区にあるところ というのは分かった のですけど 、

ちなみに時間帯は補習教室とあるので夕方なのか、どれぐらいの頻度

でやっているか教えていただけますか。  

済美教育センター所長  団体さんに伺ったところでは、毎週水曜日、週

１回で夕方の５時から７時半までの中で 、びっちり２時間半というこ

とではなく、そこでやっているのでどうぞ来てくださ いという形で行

っているかと思います。  

前田委員  ありがとうございます。本当に子どもの、外国ルーツの方で

すけど、居場所としても 学びの場としてもすごく大事な機能なのかな 。

今後、 子どもの権利条例 、あと子どもの居場所というのがいろいろな

ところで、杉並区では進められていますけれども、区だけでやってい

くよりは、いろいろなところと連携してやっていけるといいのかなと

思っております。引き続きよろしくお願いします。  

庶務課長  ほかにはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。  

  先ほど伊井委員からご質問があった、キッズマネーのところ、９月の

高井戸の他に、 1 0月は西荻でもやっていること、また毎年恒例でおや

りになっていて、申請書上は特に人数が増えているところはちょっと見

られないところがございました。  

伊井委員  分かりました。ありがとうございます。  
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庶務課長  では、以上でよろしいでしょうか。  

  それでは、ないようでございますので、報告事項（２）につきまして

は、以上でございます。  

  続きまして、報告事項（３）「高円寺図書館、コミュニティふらっと

高円寺南及び公園指定管理者候補者の選定結果について」、中央図書館

からご説明を申し上げます。  

中央図書館長  現在の旧杉並第八小学校跡地に複合施設として整備工事

を進めている高円寺図書館等の管理運営に、杉並 区施設運営パートナ

ーズ制度、これはいわゆる指定管理者制度ですけれども、これを導入

すること としておりまして、先日、プロポーザル選定委員会において、

指定管理者候補者を選定いたしましたので、その結果についてご報告

いたします。  

  今回応募のあった３事業者に対しまして、第一次審査、第二次審査を

実施し、最上位の点数を獲得した、資料の１に記載の事業者を選定いた

しました。  

  選定した事業者は、すぎはち共創グループと称する３社からなる共同

事業体でございまして、代表事業者が株式会社東急コミュニティー、構

成する他２つの事業者は、株式会社図書館流通センターと協和産業株式

会社でございます。そのうち協和産業は区内事業者です。  

  選定方法につきましては、２に記載のとおりで、評価点数が合計配点

数の６割以上、かつ、最上位の事業者を選定いたしたものでございます。  

  選定経過、それから選定委員会の構成も記載のとおりで、選定委員会

は学識経験者を含む外部４名、区職員３名の計７名からなるものです。  

  審査結果でございますけれども、恐縮ですが３枚目にあります別紙を

ご覧ください。  

  選 定 結 果 で す が 、 Ａ 社 が 選 定 さ れ た 事 業 者 で 、 第 一 次 審 査 で は

7 7 . 8 ％、第二次審査では 8 2 . 7％、総合で 8 0 . 2％の評価点を得ました。

選定された事業者は書類内容がより具体的に示されて、また、ヒアリン

グにおいて責任者や館長の候補者がそれぞれしっかり分かりやすく応対

していたということがございましたので、それが評価につながったもの

と捉えております。  

  恐縮ですが、２枚目になります資料裏面をご覧ください。指定管理期

間は令和７年度から９年度までの３年間です。  
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  ４の「その他」ですけれども、これまで建設工事等が令和６年 1 1月

の竣工予定でございましたけど、工事期間が１か月半延びることになり

ましたので、令和７年１月竣工に変更になりました。これに伴いまして、

施設の開設は、当初予定していた令和７年３月から４月へと変更いたし

ます。この時期の変更につきましては、今後、地域の方々に丁寧な周知、

それから説明を行ってまいります。  

  最後に今後の予定でございますけれども、 1 1月の第４回区議会定例

会に指定管理者の指定に関する議案を提出し、議決後から指定管理者と

の協議を開始いたします。それらを経まして、令和７年４月から指定管

理者による複合施設の管理運営を開始いたします。  

  私からの説明は以上になります。  

庶務課長  それでは、ただいまの説明内容につきまして、ご意見、ご質

問などございましたら、お願いいたします。いかがでしょうか。  

前田委員  今回、図書館と コミュニティ ふらっと 高円寺南 と公園という

ことなのですけれども、このすぎはち共創グループの方を含め３社あ

ると思うのですが、同じような業務をやったことがある方たちなのか

どうかというのを教えていただけますか。  

中央図書館長  まず、 代表団体は東急コミュニティーでございますけれ

ども、これはビルの施設管理とか文化の教育施設を運営しているとこ

ろでして、杉並区であれば西荻地域区民センターと併設している勤労

福祉会館、それから近くでい くとセシオン 、こういうところの指定管

理をやっているところでございます。  

  その次の図書館流通センターはご存じのとおり T R Cと呼んでおります

けれども、中央図書館の管理の窓口業務の委託をしているところ、あと

５館地域館がございますけれども、その指定管理をやっているところ。

あと、協和産業につきましては、井草森公園とか、桃井原っぱ公園、や

はり区内業者でございますので、幅広くそういうことをやっているとこ

ろで、３つの団体がそれぞれしっかりしているので、それが今回の得点

が高かったところでございます。  

前田委員  ありがとうございます。ほか の２社に関しては、例えばシダ

ックスさんが給食とかで聞くなと思うのですけれども、実際にこのほ

かの２社の方たちは、そういう経験がある方たちだったのでしょうか。  

中央図書館長  シダックスさんは、実は永福図書館をやっているところ
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です。永福図書館とコミ ュニティ ふらっと、それから、もう１つの方

は、 N E M・ V I A X共同事業体の V I A Xの方なのですが、うちの方の地域館

の中で幾つか指定管理としてやっている、図書館をメインにやってい

るところでございます。そういうところがやはり参加してきた感じに

なります。  

前田委員  ありがとうございます。となると、経験のある方が３つあっ

て、その中で割と高いクオリティの中で選んでいただいたということ

で認識いたしました。ちなみに３社ですけれども、ものによってはた

くさん入札があると思うのですけど、感覚的に３社あれば大丈夫だな

という感じなのか、もうちょっといろいろな提案が欲しいな みたいな

ところなのか、教えていただけますか。  

中央図書館長  やはり私としてはいろいろなところから来ていただくの

がうれしいなと思っているし、今回の説明会につきましては８社以上

が来たのですけれども、やはりボリュームのこととか、実績とかいろ

いろなことがあって、最終的には３社に落ち着いた 。３社に甘んずる

ことなく、私たちはいつでもこういったものに参画していただければ

いいなと思っています。  

  ただ、これは杉並区だけではないので、 2 3区だけでも幾つか指定管

理者の候補、こういう公募をやっているところがあるので、その兼ね合

いもいろいろあると思いますので、そういう事情が合う方という感じで、

今回３事業者に落ち着いたということだと思います。  

前田委員  ありがとうございます。杉並での実績があるので、すごく安

心感がある一方で、バラエティという意味で 同じようなものが提供さ

れる可能性とか 、 その両軸なのかなと思うのですが、一旦こちらでよ

い業者さんを選んでいただいたということですので、 是非 進めていた

だけたらと思っております。よろしくお願いします。  

中央図書館長  ありがとうございます。今回は今までの図書館の指定管

理プラス公園の管理というのがある のですね。これは初めての試みで、

それがどのようになるかというのはすごく興味があるところで、そう

いうところも今回の選定の中ではウエイトを占めて見ていったのです

が、これから８月に公園が開所になると思います。そこをどういう運

営をしていくかというのは私たちもしっかりと見ていきたいなと考え

ているところでございます。  



 

 11 

前田委員  ありがとうございます。ファーストケースだと思いますので、

是非ほかの公園業務にも広げていく可能性 もあるということなので、

引き続きよろしくお願いいたします。ありがとうございます。  

庶務課長  それ以外にはいかがでしょうか。  

對馬委員  今、前田委員がおっしゃったように、図書館とコミュニティ

ふらっと 高円寺南 と公園業務という、多分この３つが一緒になるのは

初めてだと思います。かなり大きな仕事になるのだろうと思いますけ

ど、プレゼンをしていただいて、選んでいただいたと思うのですが、

選んだ業者さんのこういうプロポーザルの中で、特別新しくてとか 、

ここはとてもよかったとか、そういう今までになくこういうところを

やってくれそうな面白い提案があったとか、そういうのがもしあれば

教えていただけますか。  

中央図書館長  今回一番特出しているのは、図書館とコミ ュニティ ふら

っと高円寺南 と公園の３つをどのように一体化していくかというとこ

ろの提案はいろいろあったのですが、特に今回の事業者については、

具体的にやっているということと、何よりも私が感じたのは、この事

業者は自分たちだけでやるのではなくて、周りの地域とか利用者とか

を巻き込んで、その方々にいろいろなアイデアを出してもらって、一

緒にやっていこうということで、新たな地域を作っていきたいという

ことでの 思いが強かったところが、私は特 出している かなと いう考え

を持ってございます。  

對馬委員  ありがとございました。非常に期待できる事業になるかなと。

最近杉並の公園 で 新しいルールを作ったのが話題になったりもしてい

ますので 、話題になればいいかと、やっぱり何か新しいまちづくりに

つながっていくといいなと思います。ありがとうございます。  

中央図書館長  高円寺南に は、大きな公園がないのです。ですから、集

客があるかなと、利用される方は多いなと考えているところですし、

また、これと併設 して保育園があったり、防災倉庫があったりという

形で、そこはランドマークになってくるかなと思っています。そうい

うところで、どういう事業が展開 されて いくかなと私たちも楽しみに

しているところでありますし、しっかりと見ていかなければいけない

かなというところでございます。また、いろいろなところがあればご

報告していきたいと思っております。よろしくお願いします。ありが
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とうございます。  

庶務課長  ほかにはいかがでしょうか。  

伊井委員  今、對馬委員ほかの２社とここ の差別化をお聞きしたところ

なのですけれども、杉八小学校の跡地ということで、 杉八小、杉四小、

高円寺中と３校一緒になって今は高円寺学園になったわけですが、 地

域から の期待感というのはすごく大きいと思いますので、地域を巻き

込んでというお話がありましたが、 是非 地域の方々の思いとかも大事

にしていただきながら、新しい杉八というか、高円寺の地域の発展に

向けてサポートしながら進めていっていただけたらいいなと思います。

よろしくお願いいたします。  

中央図書館長  ありがとうございます。やはり 「すぎはち 」という名前

がすごくブランドになっていて、公園名でも正式につけておりますし、

私たちの愛称でもそれに近いものをつけようかなと考えているところ

でございます。やはり杉八小学校を卒業された方が多い から、あそこ

は本当に愛着があるので、もう一度あそこでみんな と集まりたいとい

う思いがすごく強いところでありますから、そういうところを丁寧に、

そしてにぎやかにやっていければなと思っておりますので、今までの

歴史も踏まえながら更に発展できたらなと思っているところです。あ

りがとうございます。  

庶務課長  ほかにはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。  

  それでは、ないようでございますので、報告事項（３）の質疑を終了

いたします。  

教育長  それでは、以上で本日予定しておりました日程は全て終了いた

しました。庶務課長、連絡事項がございましたら、どうぞ。  

庶務課長  次回の教育委員会の定例会につきましては、議会スケジュー

ルの関係から日程を変更させていただきまして、 1 0月 3 0日水曜日、午

後２時からを予定しております。どうぞよろしくお願いいたします。

以上でございます。  

教育長  それでは、本日の教育委員会を閉会いたします。  


